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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第５部門第１区分
【発行日】令和2年4月16日(2020.4.16)

【公表番号】特表2019-520510(P2019-520510A)
【公表日】令和1年7月18日(2019.7.18)
【年通号数】公開・登録公報2019-028
【出願番号】特願2018-560475(P2018-560475)
【国際特許分類】
   Ｆ０２Ｃ   7/36     (2006.01)
   Ｆ０１Ｄ  13/00     (2006.01)
   Ｆ０１Ｋ  23/14     (2006.01)
   Ｆ０１Ｋ  23/16     (2006.01)
   Ｆ０１Ｄ  17/06     (2006.01)
   Ｆ１６Ｄ  48/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｆ０２Ｃ    7/36     　　　　
   Ｆ０１Ｄ   13/00     　　　　
   Ｆ０１Ｋ   23/14     　　　　
   Ｆ０１Ｋ   23/16     　　　　
   Ｆ０１Ｄ   17/06     　　　　
   Ｆ１６Ｄ   48/02     ６４０Ａ

【誤訳訂正書】
【提出日】令和2年3月4日(2020.3.4)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転デバイス（５）と、シャフトデバイス（２）とを連結するための方法であって、
－　前記シャフトデバイス（２）と回転デバイス（５）との間の角度差（７）を検出する
ステップと、
－　前記シャフトデバイス（２）と回転デバイス（５）との間の速度差（８）を検出する
ステップとを有し、
－　前記回転デバイス（５）が連結プロセスの開始までに既知の加速度で加速した場合に
前記回転デバイス（５）と前記シャフトデバイス（２）とを連結する連結角度を予測する
ステップと、
－　予測した前記連結角度（１０）を目標連結角度（１１）と比較し、この比較から、前
記予測した連結角度（１０）が前記目標連結角度（１１）に対応するように設定点加速度
（９）を計算するステップと、
を有することを特徴とする、方法。
【請求項２】
　前記予測は、前記回転デバイス（５）の回転速度が前記シャフトデバイス（２）の回転
速度に達するか選択した値だけ前記シャフトデバイスの回転速度を超えるとすぐに前記連
結プロセスの開始を行うとの仮定に基づくことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記計算した設定点加速度（９）は、前記既知の加速度に対する値として使用されるこ
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とを特徴とする、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記回転デバイス（５）は、目指す目標連結角度（１１）とは無関係な選択した加速度
で、前記シャフトデバイス（２）の回転速度より低い出力回転速度まで加速されることを
特徴とする、請求項１から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記選択した加速度は一定であることを特徴とする、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記連結角度の前記予測は、前記選択した加速度で前記出力回転速度に達したときに開
始されることを特徴とする、請求項４または５に記載の方法。
【請求項７】
　前記出力回転速度は、前記シャフトデバイス（２）の前記回転速度よりも０．５Ｈｚか
ら１．５Ｈｚだけ低いことを特徴とする、請求項４から６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記設定点加速度（９）の前記計算の際に、前記連結プロセスにおける前記角度差の変
化を考慮することを特徴とする、請求項１から７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記設定点加速度（９）は、タービン制御ユニット（１５）に伝えられる設定点回転速
度（１４）に変換されることを特徴とする、請求項１から８のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項１０】
　シャフトデバイス（２）と、回転デバイス（５）と、を有し、
　前記シャフトデバイス（２）と回転デバイス（５）とを連結するためのクラッチ（４）
を有する装置であって、
　前記シャフトデバイス（３）と回転デバイス（５）との間の角度差（７）を検出するた
めのデバイスと、
　前記シャフトデバイス（３）と回転デバイス（５）との間の速度差（８）を検出するた
めのデバイスと、
　前記回転デバイス（５）を加速度値で加速するためのデバイス（１９）と、
　前記検出した角度差（７）、前記検出した速度差（８）、および既知の加速度から、前
記回転デバイス（５）を前記既知の加速度で前記連結の開始まで加速し場合に生じる連結
角度（１０）を予測するための手段（６）と、
　前記予測した連結角度（１０）を目標連結角度（１１）と比較し、前記比較から、前記
予測した連結角度（１０）が前記目標連結角度（１１）に対応するように設定点加速度（
９）を計算することが可能な手段（１２）と、
を有することを特徴とする、装置。
【請求項１１】
　請求項１から９のいずれか一項に記載の方法を実行するように設計されていることを特
徴とする、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記角度差（７）の前記検出は、４ｍｓ以上２０ｍｓ以下のクロックレートで決定され
得ることを特徴とする、請求項１０または１１に記載の装置。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１８】
　一実施形態において、出力回転速度は、約０．５Ｈｚから約１．５Ｈｚだけ、好ましく
は約０．９Ｈｚから約１．１Ｈｚだけシャフトデバイスの回転速度より低い。これらの値
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により、一方では、出力回転速度まで速やかに加速することが可能であり、他方では、所
望の角度差での迅速かつ目標とする連結が可能であることが明らかになった。
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